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山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
三
の
⚑
の
表
学
事
文
書
課
の
部
⚘
の
項
の
⑽
中
「第

⚓
条

」
を
「第

⚔
条

」
に
改
め
、
同
部

11
の
項
の
⚩
中
「⚨

」
を
「⚩

」
に
改
め
、
同
項
中
⚩
を
⚪
と
し
、
⑷
か
ら
⚨
ま
で
を
⑸
か
ら
⚩
ま
で

と
し
、
⑶
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑷
役
員
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
免
除
の
承
認

（
法
第
19条
の
２
第
２
項
、
第
４
項
）

○

別
表
第
三
の
⚒
の
表
広
報
広
聴
課
の
部
⚑
の
項
の
⑶
中
「誓

願

」
を
「請

願

」
に
改
め
、
同
表
中
山

間
地
域
づ
く
り
推
進
課
の
部
⚔
の
項
の
⑵
中
「第

⚖
条
第
⚑
項

」
を
「第

⚖
条
第
⚔
項

」
に
改
め
、
同

項
の
⑶
中
「第

⚗
条
第
⚑
項

」
を
「第

⚗
条
第
⚑
項
、
第
⚔
項

」
に
改
め
、
同
部
⚘
の
項
の
⑴
中
「第

⚖
項

」
を
「第

⚗
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑵
中
「第

⚔
項

」
を
「第

⚘
条
の
⚓
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同

部
⚙
の
項
中
「農

村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
法

」
を
「農

村
地
域
へ
の
産
業
の
導
入
の
促
進
等
に
関
す

る
法
律

」
に
改
め
、
同
項
の
⑴
及
び
⑵
中
「農

村
地
域
工
業
等
導
入
基
本
計
画

」
を
「基

本
計
画

」
に

改
め
、
同
項
の
⑶
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑶
実
施
計
画
の
策
定
又
は
変
更
の
同
意
（
法

第
５
条
第
６
項
）

○

別
表
第
三
の
⚒
の
表
中
山
間
地
域
づ
く
り
推
進
課
の
部
⚙
の
項
の
⑷
を
削
り
、
同
項
の
⑸
中
「⑷

」

を
「⑶

」
に
改
め
、
同
項
の
⑸
を
同
項
の
⑷
と
し
、
別
表
第
三
の
⚔
の
表
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策

課
の
部
⚖
の
項
の
⑶
中
「及

び
⑵

」
を
「か

ら
⑶
ま
で

」
に
改
め
、
同
項
中
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
を
⑶
と

し
、
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑵
協
議
会
の
組
織
（
法
第
54条
第
１
項
）

◎

別
表
第
三
の
⚕
の
表
医
務
保
険
課
の
部
13
の
項
の
⒇
中
「⒆

」
を
「⒇

」
に
改
め
、
同
項
中
⒇
を
⚦

と
し
、
⑷
か
ら
⒆
ま
で
を
⑸
か
ら
⒇
ま
で
と
し
、
⑶
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑷
役
員
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
免
除
の
承
認

（
法
第
19条
の
２
第
２
項
、
第
４
項
）

○

別
表
第
三
の
⚕
の
表
こ
ど
も
政
策
課
の
部
中
⚔
の
項
を
削
り
、
⚕
の
項
を
⚔
の
項
と
し
、
⚖
の
項
か

ら
⚙
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

９
旧
優
生
保
護
法

に
基
づ
く
優
生
手
⑴
請
求
書
の
送
付
（
法
第
５
条
第
２
項
）
そ

の
他
の
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。
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術
等
を
受
け
た
者

に
対
す
る
一
時
金

の
支
給
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
31

年
法
律
第
14号
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務

別
表
第
三
の
⚖
の
表
新
産
業
振
興
課
の
部
⚓
の
項
の
⚦
中
「⒇

」
を
「⚦

」
に
改
め
、
同
項
中
⚦
を

⚧
と
し
、
⑷
か
ら
⒇
ま
で
を
⑸
か
ら
⚦
ま
で
と
し
、
⑶
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑷
役
員
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
免
除
の
承
認

（
法
第
19条
の
２
第
２
項
、
第
４
項
）

○

別
表
第
三
の
⚖
の
表
経
営
金
融
課
の
部
⚓
の
項
の
⑴
中
「基

盤
施
設
計
画

」
を
「事

業
継
続
力
強
化

支
援
計
画

」
に
、
「第

⚗
条
第
⚑
項

」
を
「第

⚕
条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑵
中
「基
盤
施
設
計

画

」
を
「事

業
継
続
力
強
化
支
援
計
画

」
に
、
「第

⚘
条
第
⚒
項

」
を
「第

⚖
条
第
⚒
項

」
に
改
め
、

同
部
⚙
の
項
の
⑴
中
「第

⚘
条
第
⚑
項

」
を
「第

14条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑵
中
「第

⚙
条
第

⚑
項

」
を
「第

15条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
⚘
の
表
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
の
部
14
の

項
の
⑴
か
ら
⑸
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑴
地
方
卸
売
市
場
の
認
定
（
法
第
13条
第
１

項
）

○

⑵
変
更
の
認
定
（
法
第
14条
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
６
条
第
１
項
）

○

⑶
措
置
命
令
（
法
第
14条
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
10条
）

○

⑷
認
定
の
取
消
し
（
法
第
14条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
11条
第
１
項
）

○

⑸
報
告
等
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
（
法
第
14

条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
12条
第
２
項
）

○

別
表
第
三
の
⚘
の
表
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
の
部
14
の
項
の
⑹
か
ら
⑽
ま
で
を
削
り
、
同
項
の

⑾
中
「⑽

」
を
「⑸

」
に
改
め
、
同
項
の
⑾
を
同
項
の
⑹
と
し
、
同
部
中
15
の
項
を
削
り
、
16
の
項
を

15
の
項
と
し
、
17
の
項
を
16
の
項
と
し
、
18
の
項
を
17
の
項
と
し
、
同
表
農
村
整
備
課
の
部
⚑
の
項
の

⑷
中
「第

29条
の
⚓
第
⚑
項

」
を
「第

29条
の
⚔
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⒃
中
「土

地
改
良
事
業

計
画

」
を
「土

地
改
良
事
業
計
画
等

」
に
、
「第

⚒
項

」
を
「第

⚒
項
、
法
第
87条

の
⚓
第
⚑
項
、
法

第
87条

の
⚔
第
⚑
項
、
法
第
87条

の
⚕
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⒄
中
「第

87条
の
⚓
第
⚑
項

」
を

「第
88条

第
⚑
項

」
に
、
「第

87条
の
⚓
第
⚖
項

」
を
「第

88条
第
⚖
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⒅
中

「第
87条
の
⚓
第
⚗
項

」
を
「第

88条
第
⚗
項

」
に
改
め
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10
棚
田
地
域
振
興

法
（
令
和
元
年
法

律
第
42号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と

い
う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務

⑴
都
道
府
県
棚
田
地
域
振
興
計
画
の
策
定

（
法
第
６
条
第
１
項
）

○

⑵
指
定
棚
田
地
域
の
指
定
の
申
請
（
法
第
７

条
第
１
項
）

○

⑶
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

○

別
表
第
三
の
⚙
の
表
建
築
指
導
課
の
部
⚑
の
項
の
⚮
中
「建

ぺ
い
率

」
を
「建

蔽
率

」
に
改
め
、
同

項
の
⚯
中
「建

ぺ
い
率

」
を
「建

蔽
率

」
に
、
「第

⚕
項
第
⚓
号

」
を
「第

⚕
項
、
第
⚖
項
第
⚓
号

」

に
改
め
、
同
項
の
⚺
中
「第

67条
の
⚓
第
⚓
項
第
⚒
号

」
を
「第

67条
第
⚓
項
第
⚒
号

」
に
改
め
、
同

項
の
⛄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⛄
非
常
災
害
区
域
等
の
指
定
（
法
第
85条
第

１
項
）

○

別
表
第
三
の
⚙
の
表
建
築
指
導
課
の
部
⚑
の
項
の
⛅
中
「仮

設
建
築
物

」
を
「仮

設
興
行
場
等
の
建

築

」
に
改
め
、
同
項
の
⛍
中
「⛌

」
を
「⛏

」
に
改
め
、
同
項
中
⛍
を
⛐
と
し
、
⛇
か
ら
⛌
ま
で
を
⛊

か
ら
⛏
ま
で
と
し
、
⛊
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⛈
建
築
物
の
用
途

を
変
更
し
て
興
行

場
等
と
し
て
使
用

す
る
こ
と
の
許
可

（
法
第
87条
の
３

第
５
項
）

本
庁
に
お
い
て
取
り
扱

う
建
築
物
に
係
る
も
の

○

出
先
機
関
に
お
い
て
取

り
扱
う
建
築
物
に
係
る

も
の

○

土
木
事

務
所

⛉
建
築
物
の
用
途
を
変
更
し
て
特
別
興
行
場

等
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
の
許
可
（
法
第
87

条
の
３
第
６
項
）

○

別
表
第
三
の
⚙
の
表
建
築
指
導
課
の
部
⚑
の
項
中
⛆
を
⛇
と
し
、
⛅
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⛆
一
年
を
超
え
て
使
用
す
る
特
別
の
必
要
が

あ
る
仮
設
興
行
場
等
の
建
築
の
許
可
（
法
第

85条
第
６
項
）

○

別
表
第
三
の
⚙
の
表
建
築
指
導
課
の
部
⚖
の
項
の
⑶
中
「第

17条
第
⚓
項

」
を
「第

17条
第
⚑
項
、

第
22条
の
⚒
第
⚑
項

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日
印
刷

発
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令
和
二
年
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